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１．はじめに

日本弁理士会四国支部は，徳島県・香川県・愛媛県・

高知県の四国 4 県をエリアとし，中小企業や大手企

業，個人の方々の知的財産活動をサポートしている。

これまでの常設知的財産相談室における無料相談や知

財授業への講師派遣，知財総合支援窓口と連携した専

門家派遣等を通じた支援に加えて，他機関と協力した

中小企業等の知的財産の活用等について支援を積極的

に行っている。四国支部は，小規模ではあるが，他機

関との連携を積極的に推進して地域の中小企業等を知

的財産の面からサポートし，知的財産を通して四国経

済の向上に貢献できる支部を目指している。

２．四国支部の知的財産支援活動について

四国支部では，様々な形で地域の中小企業等の知的

財産の利活用をサポートする活動を行うとともに，知

的財産に関する情報提供などを通して知的財産の普及

に努めている。

１）常設知的財産相談室

四国支部は，常設知的財産相談室を開催して，相談

員弁理士が地域の中小企業等の知的財産に関するアド

バイザーとしての活躍している。常設知的財産相談室

では，中小企業等の知的財産に関する様々な疑問等を

解消するとともに，知的財産を通じた地域の知財の活

性化に貢献している。常設知的財産相談室は，香川県

以外の 3 県に居住する相談者の利便性を高めるため

に，香川県高松市に設置されている四国支部室だけで

なく，徳島，愛媛，高知の各県でも実施している。

２）三者連携

四国支部は，四国 4県中小企業診断士(協)会，日本

政策金融公庫四国 6支店の間で相互支援協定（以下三

者協定という）を締結している。この三者協定は，平

成 25 年に日本弁理士会四国支部と四国 4 県の中小企

業診断士(協)会との間で締結した相互支援協定を発展

させたものであり，平成 27 年に日本政策金融公庫四

国 6支店を加えて締結された。

平成 28 年度からは，三者協定の締結による三者（弁

理士，中小企業診断士，日本政策金融公庫）の協力関

係を強化し，三者連携の周知度を高めることを目的と

して，三者連携セミナーを開催している。これまで，

2回の三者連携セミナーを開催して，地元企業の知財

活動に対する三者連携の事例を紹介した。
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日本弁理士会四国支部は，徳島県・香川県・愛媛県・高知県の四国4県をエリアとし，常設知的財産相談室

における無料相談や知財授業への講師派遣，知財総合支援窓口と連携した専門家派遣等を通じた支援を行って

いる。他機関と協力した中小企業等の支援も積極的に行っており，知的財産の利活用等に対する中小企業等の

幅広い要望に対して対応する体制を整えている。四国支部は，小規模ではあるが，他機関との連携を積極的に

推進して地域の中小企業等を知的財産の面からサポートし，知的財産を通して四国経済の向上に貢献できる支
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平成 28 年度は，10 月 14 日に愛媛県松山市の松山市

総合コミュニティセンターにおいて最初の三者連携セ

ミナーを開催した。地元企業や各機関の関係者を含め

て 34 名の方にご参加いただいた。三者連携が開始し

たばかりであり，三者連携を構成する複数の機関が関

与した事例は提供できなかったが，各機関が個別に支

援した事例を提供することで，各機関による支援の理

解と連携の可能性を提示できたものと考える。

平成 28年度三者連携セミナー写真

平成 29 年度は，10 月 14 日に香川県高松市のサン

ポートホール高松において三者連携セミナーを開催し

た。このセミナーでは，三者連携を構成する複数の機

関が関与している支援事例を紹介した。セミナーでは

支援先企業の社長にご講演をいただくとともに，支援

先企業と各機関の担当者をパネリストとするパネル

ディスカッションを実施した。当日は土曜日であった

が，地元企業や各機関の関係者を含めて 39 名の方に

ご参加いただいた。参加者のアンケートでは，知財に

対する考え方等を見直すことができた，知財の新たな

活用を知ることができた等のコメントをいただいた。

実際の支援事例と連携に関与した当事者の生の声を提

供することにより，参加者の知財への関心を高める効

果が得られたと考えている。なお，このセミナーの後

では知財広め隊の交流会を実施しており，各機関の相

互連携と各機関と参加企業との交流が深まったと考え

るので，今後の連携活動の活発化が期待される。

平成 29年度三者連携セミナー写真

三者連携セミナーは，今後，徳島県，高知県での開

催を予定している。三者連携を構成する複数の機関が

関与した実例を増やすことによって，より有益な情報

を参加者に提供できるセミナーとしていきたい。

三者連携セミナーを開催したことによる副次的な効

果として，三者ともに相互の情報共有や他機関の活動

実態の把握などが十分ではないことを理解することが

できた。三者連携による中小企業支援の強化と充実を

図るためには，相互理解を深めるとともに連携を強め

ていくことが重要である。これから，三者連携セミ

ナーに加えて三者による合同の勉強会等を開催するこ

とにより，相互理解を深めるとともに連携を強めてい

くことを予定している。

三者連携は相互支援協定の締結からまだ 3 年であ

り，実際の提携事例は少ない。しかし，三者連携セミ

ナーや勉強会等を通じた相互理解の深まりや個人的な

つながりの強化によって，三者が連携した中小企業支

援等の提携事例が増えていくことを期待している。

３）高専機構との連携

四国支部では，四国内の各高専（6校）と協力関係を

築いて，各高専における知財等について相互の協力関

係を強化している。

国立高専機構と日本弁理士会との間では，平成 25

年 3 月 14 日に「知的財産教育の充実及び知的財産の

活用のための協力に関する協定」と覚書（以下協定等

という）を締結している。四国支部と四国内の各高専

（6校）との協力関係は上記協定等に基づいており，各

高専（6校）および四国地区高専地域イノベーション

センターとの間で知財に関する教育等の協力を深めて

いる。

四国地区高専地域イノベーションセンターとの間で

は，お互いの担当者間で適宜連絡を取り合って，四国

日本弁理士会四国支部の活動について

パテント 2018Vol. 71 No. 5 − 5 −



内の各高専との協力関係を維持するとともに，各高専

での知財に関する活動を活発化させる方法等を検討し

ている。

また各高専の支援には，各高専と緊密な協力関係を

得るために各高専の相談担当弁理士を配置しており，

各高専からの相談等に迅速かつ親密な対応ができるよ

うにしている。その成果として，平成 29 年には新潟

県長岡市で開催された平成 29 年度「全国高専フォー

ラム」において，弓削商船高等専門学校（愛媛県越智

郡）との共催でオーガナイズドセッション「産学官連

携における各種契約の実践的運用」を開催した。この

オーガナイズドセッションは，弓削商船高等専門学校

の相談担当弁理士である壬生優子会員とオーガナイ

ザーである筒井壽博教授との間で産学官連携に関する

相談が行われたことにより実現したものである。オー

ガナイズドセッションでは，各講演者の講演の後，講

師と参加者との間で産学官連携に関するディスカッ

ションが行われた。ディスカッションでは，産学官連

携の場面で参加者が抱える問題点に関し，個々の事例

の紹介や各人の見解等が提示され，有意義に議論が行

われた。今後も各高専の教職員と相談担当弁理士との

協力によって同様の協力事例が生まれることを期待し

たい。

また，各高専（6校）と相談弁理士との間で高専機構

と弁理士会との連携について共通の認識を得るととも

に，四国地区高専地域イノベーションセンターと弁理

士会四国支部の協力による効果的な知的財産活動展開

について協議するために，研究会も開催している。

４）知財コラボ四国

四国支部では，日本弁理士会四国支部を主体とし，

弁護士知財ネット四国地域会，四国内大学の技術移転

機構である（株）テクノネットワーク四国（略称：四

国 TLO），および独立行政法人 日本貿易振興機構

（JETRO）（徳島・香川・愛媛・高知）と共同して「知

財コラボ四国」を運営している。

知財コラボ四国は，当初，四国の中小企業を対象と

して知財問題に関するワンストップサービスの提供を

行うこと目指して設立され，知財相談と知財に関する

啓発活動を行ってきた。

知財総合支援窓口事業が開始され弁理士・弁護士の

両者が配置専門家として窓口での相談に対応するよう

になったことから，知財問題に関するワンストップ

サービスの提供における知財コラボの果たす役割が少

なくなった。そこで，平成 28 年度からは，知財コラボ

四国の主たる活動を知財に関する啓発活動に移行し

た。

上記方針転換を行ったのち，平成 28 年度愛媛県松

山市で開催された三者連携セミナーにおいてパネル

ディスカッションを実施した。また，平成 29 年度は

香川県・JETRO香川主催のセミナー「海外ビジネス

人材育成講座『海外知財対策セミナー』」において，パ

ネルディスカッションを実施した。パネルディスカッ

ションでは，各機関の担当者と企業の方をパネリスト

として，発明発掘から海外展開までの各ステージにつ

いて，実例を交えながら知財の活用方法と知財活用に

おける注意点などを提供した。

知財コラボ四国は，四国 TLOおよび JETROが構

成メンバーとなっていることから，産学連携や海外展

開の現場における知財の情報を一体として提供できる

というメリットがある。このメリットを活かして，こ

れからも地域の中小企業に対して有益な情報提供と知

財の啓発活動を実施していきたいと考えている。

５）知財授業等への講師派遣等

四国支部は，徳島大学工学部との間において協力協

定を締結（平成 25 年 1 月 24 日）しており，この協定

に基づいて「知的財産の基礎と応用・知的財産論」に

講師を派遣している。この講義では，学生が将来，企

業・大学・研究所などへ進んだ場合に知っておくべき

知的所有権に関する基礎知識の修得を目的としてお

り，毎年多数の学生が受講している。

四国では，4県すべてが日本弁理士会支援センター

と相互支援協定を結んでおり，高知県土佐市とも相互

支援協定を結んでいる。支援協定を結んでいる各自治

体からの学校教育その他の支援要請に対して講師派遣

で協力しており，愛媛県の学校授業に対する講師派遣

もその一つである。

また，支援協定とは別に講師派遣の依頼があった場

合にも，積極的に講師派遣を行って地域における知的

日本弁理士会四国支部の活動について

パテント 2018 Vol. 71 No. 5− 6 −



財産の普及に協力している。昨年度は香川県における

初心者セミナーへの講師派遣を実施した。

さらに，「香川の発明くふう展」に対する審査員の派

遣や土佐市の「くらし知恵袋事業」における審査にも

協力して，地域での発明を奨励する事業に貢献してい

る。

３．まとめ

四国支部は，様々な形で中小企業の知的財産活動を

サポートしているが，まだまだ十分ではないことが多

い。四国支部のこれまでの活動に加えて，知財キャラ

バン事業，知財広め隊事業を積極的に活用して中小企

業の知的財産活動のサポートを充実させることを目指

したい。また，他機関と協力することによって，弁理

士とは異なる観点での知的財産に対する利活用の方法

等を中小企業等に提案できる環境を整えている。他機

関との協力体制の構築にはある程度の時間を要すると

考えるが，これからも積極的に他機関と協力を推進し

て，幅広くまた四国の企業に適した支援活動を行い，

知的財産を通して四国経済の向上に貢献できる支部と

していきたい。

(原稿受領 2018. 2. 1)
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